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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．「相互保護」をご存じですか？（用語解説）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　今回は、我が国のGI産品の名称が海外でも適切に保護されるための制度であ
る「相互保護」についてご紹介します。

　我が国で登録されたGI産品を、国内で保護するだけでなく、海外においても
同様に、その名称・ブランドを守り、外国産との差別化や輸出競争力の強化に
つなげることが重要です。

「GI相互保護」とは、EUなど、我が国と同等水準のGI制度を有する外国とGI
産品のリストを交換することによって、日本のGI名称が外国でも保護される
ようにする制度です。
これにより、
・仮に外国において、GI名称の不正使用が発見された場合でも、海外当局が取
　り締まりを行い、これを排除することが可能となる
・GI登録事業者が、海外当局に直接GI申請する必要がなく、同等の効果が得られる
といった効果が期待されます。

　現在、日本産GI産品については、EUにおいて108産品、英国において47産品が、
それぞれEPA協定に基づき相互保護の対象になっております。 

　政府では農林水産物・食品の輸出額目標を設定しております。既に相互保護
対象となっている産品についてはこうした枠組みも活用しつつ、海外への販路
開拓と模倣品対策を並行的に実施して頂きますようお願いします。

詳しくは、下記HPをご参照ください。
海外における日本のGI保護：農林水産省 (maff.go.jp)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/protection_abroad/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．「地理的表示産品情報発信サイト」新トピックスを掲載開始
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　日本地理的表示協議会（JGIC）が運営する「地理的表示産品情報発信サイト」
にトピックスが掲載されました。
　GI登録生産者団体の活動の活性化及びGI保護制度の認知度向上を図る目的の
もと、トピックスでは、昨年12月より、GI産品の登録生産者団体から寄せられた
情報をもとに、その産品に関わるイベントの告知、活動報告、その産品の特性
を活かしたレシピなどの記事の掲載を開始しています。



　
　トピックスのほかにも、GI産品に関するストーリー、販売情報等、GI登録
生産者団体からの情報を基に掲載しています。
　GIに関する情報を知りたい時には、農林水産省のHPと合わせてご覧いただく
ことで、GIについてより深く知ることができますので、ぜひご活用ください。
　
　JGIC「地理的表示産品情報発信サイト」トピックス
　https://pd.jgic.jp/topics/

　農林水産省「地理的表示（GI）保護制度」
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．講演会「地理的表示（GI）保護制度を活用した産地ブランド戦略」
　　　　　　　開催のご案内（2024/2/14）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　GI登録産品「深蒸し菊川茶」の事務局である菊川市茶業協会主催、日本地理
的表示協議会共催のもと、地理的表示（GI）保護制度を活用した産地ブランド
戦略について講演会が開催されます。
　GI登録された登録生産者団体をはじめ、どなたでもご参加可能です。

【開催日時】2024年2月14日（水）13：30から
【開催形式】会場およびオンラインのハイブリッド形式
　　　　　　※オンライン視聴用のURL等は、後日ご案内いたします。
【場所】菊川市中央公民館　多目的ホール（住所：静岡県菊川市下平川6225番地）
【プログラム】
　『地理的表示（ＧＩ）保護制度を活用した産地ブランド戦略
　　　―菊川から考える―お茶の地理的表示保護と世界農業遺産』
　講師：東京大学大学院 教授　香坂 玲 氏

【オンライン参加申込締切】2024年1月31日（金）まで　　

【詳細・お申込み】https://www.jgic.jp/news/240214kikukawa.html

皆様のご参加をお待ちしております。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（編集後記）EUではGI産品を担保にお金が借りれる！？
　皆さんはイタリアの「パルミジャーノ・レッジャーノ」（通称：パルミ）と
いうチーズをご存じでしょうか？チーズ好きな方もそうでない方も耳にした
機会も多いと思います。EUで原産地名称保護制度（PDO）に登録されている
正真正銘のGI産品です。
　原料牛乳の牛の品種や餌などが定められるなど非常に厳格な生産方法を維持
しつつ、本体に焼印で付したQRコードによるトレーサビリティも完備する
「チーズの王様」とも称される超人気のチーズなのですが、なんとイタリアでは
このチーズを担保に信用金庫から融資を受けることができるとのこと。
因みに、日本でも「琉球」の名称でお酒のGIを取得している沖縄県の泡盛が、
在庫を担保に融資を受けられる公庫貸付制度があるようですが、農林水産物等
のGIは・・・パルミのような産品に成長する日は近い！？（NO）

※編集後記は地理的表示（GI）担当職員の個人的な雑感を述べたものであり、
農林水産省の見解を示すものではありません。
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[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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